
地方財政の充実・強化に関する意見書 

いま、地方公共団体には、急激な少子・高齢化にともなう、医療・介護など社会保障制度

の整備、子育て施策、人口減少下における地域活性化対策はもとより、デジタル化、脱炭素

化、物価高騰対策など、極めて多岐にわたる役割が求められている。 

 しかし、現実に地域公共サービスを担う人員は不足しており、疲弊する職場実態にある中、

新型コロナウイルス、また多発する大規模災害への対策も迫られている。これらに対応する

地方財政について、政府は「骨太方針２０２１」において、２０２１年度の地方一般財源水

準を２０２４年度まで確保するとしているが、それをもって増大する行政需要に十分対応し

得るのか、大きな不安が残されている。 

 このため、２０２４年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を的確に

見積もり、地方財政の確立をめざすよう、以下の事項の実現を求める。 

記 

１ 社会保障の維持・確保、人への投資も含めた地域活性化、デジタル化、脱炭素化、防災・

減災、物価高騰対策、地域公共交通の再構築など、増大する地方公共団体の財政需要を的

確に把握するとともに、それを支える人件費を重視し、十分な地方一般財源総額の確保を

はかること。 

２ 新型コロナウイルス感染症対策について、５類移行後における保健所も含めた医療提供

体制等について、自治体での混乱が生じることのないよう、十分な財政措置やより速やか

な情報提供などを行うこと。 

３ 今後一層求められる子育て対策、地域医療の確保、介護や生活困窮者の自立支援など、

急増する社会保障ニーズに対応する社会保障経費の拡充をはかること。とくに、これらの

分野を支える人材確保にむけた自治体の取り組みを十分に支える財政措置を講じること。 

４ 地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地

方財政の確立に取り組むこと。 

５ 人口減少に直面する小規模自治体を支援するため、段階補正を拡充するなど、地方交付

税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 
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